
豊川市児童館及び豊川市交通児童遊園 

指定管理者公募概要 
 

１ 管理対象施設 

  豊川市児童館及び豊川市交通児童遊園 

  （さくらぎ児童館、うしくぼ児童館、さんぞうご児童館、いちのみや児童

館、あかさか児童館、あかね児童館、さわき児童館、ひろいし児童館、こざ

かい児童館、はちなん児童館（仮称・平成２３年度中に開館予定）及び交通

児童遊園） 

２ 指定期間 

  平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

３ 主催者 

  豊川市長 山 脇  実 

４ 指定管理者の公募及び審査方法 

  公募要領配付期間：平成２３年７月 １日から同月２９日まで 

  提出書類受付期間：平成２３年８月２２日から９月 ２日まで 

公募により応募者を募り、作業部会、豊川市指定管理者選定委員会による

審査を経て、候補者を選定します。 

５ 審査結果について 

  審査結果は応募者全員に文書にて通知します。 

６ 指定管理者の決定 

  平成２３年１２月議会において、正式に指定管理者を決定します。 

７ 協定の締結 

  市は指定管理者と細目協議を行い、協定を締結します。 

８ 問合せ先 

豊川市健康福祉部子ども課 
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